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策 定の主 旨

各 種化学 物質 の利用の拡 大 に伴 う水道水へ の影響 の懸念な どによ り、 水道水 に

対す る一般 の要 望 は多様化 し、 よ り質 の高 い水道水 の供給が求 め られて いる。

この よ うな状 況 のなかで、 本県 で は、 清浄 な水道 水 が長期 にわた り確 保 され る

よう、 今後、 水源 保全や適 切 な浄水 処理 を図 ってい くことと合わせて、 水道原 水

と給水 の安 全確保 に
一 層努 め る こ とと し、 特 に平成 5年 12月 か ら適 用 され る新

たな水質基 準 に基 づ く検査 と監視 を体 系 的 ・組織 的 に行 な ってい くため に、 今 後

10年 を展 望 して本計画 を策 定 す る。

2.県 内の事業概 要

(1)水 質検査 体制 の現状

昭和 55年 に策 定 された 「長野 県 水道 整備基本構 想 」では、 県内 を 9圏 域 に分

け、 圏域 ご とに管 理 セ ンタ上 を設 置 し、 管理 水準 の 向上 と高度化 を図 る ことと し

ている。

現在 の検 査体制 は自己検査 が 8事 業、 共 同検査機 関 が 2機 関、 指定検 査機 関 が

6機 関 であ る。 水 質検査 の共 同化 につ いては 2圏 域 につ いて整備され て お り、 他

7圏 域 で は大部分 の事業者 が指定機 関へ の委 託 に よ り検査 を行 なって い る状 況 で

ある。                          … 資 料 1 参 照

各圏域 の事業 概 要 (平成 5年 度 末 現在 )

(注 )指 定検査機 関数 は、 各 国域 につ いて重複分 を含 む。

絵水 人 口、 給 水量は、 平成 4年 度 末現在 を示 す。

圏域 名 市 町村数 給水人 口

(人 )

年 間給 水 量

(千 f)

検 査 機 関 数

自己検査搬腐 共同様査機関 指定検査機関

佐 久 209,947 37.443

上小 ・長 野 743,519 100,654 4

諏 訪 209,148 45,544 1

上伊那 184,581 259594

飯 伊 161,498 18,413

木 曽 419578 6,944

松 本 400,712 57,934

大Jと 63。 329 119880

】ヒ信 99,307 169850

計 120 2.113,619 321,056 2
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(2)水 道事 業 の概要

現 在、 本県 には 19020の水道 が あ り、 そ の 多 くは簡易水道等 の小規模 な水道 で

ある。

現 在 の 水 道 数 (平 成 4年 度 末現在 )

圏 域 名 用水

供給

上 水 道 簡 易

水 道

専 用

水道

そ の 他 計

佐 久

上 小 ・長 野 14 104 214

諏 訪 44

上伊 那

飯 伊 63 89

木 曽

松 本
月
ｔ

大ゴヒ

北 信 48

計 458 476 1,020

3.基 本方 針

水道事業者 は、 その責任 にお いて新水 質基 準 を満 たす水道水 の供給 の ための検

査を行 な い、 ま た、 関係事業者 及 び関係 機 関 と協 力 して原水水 質の動 向 を把握 す

ることに よ り、 今後 の施設管理 あ るいは水源 保全施策 等 を的確 な もの に して い く。

また、 自 己検 査機能 を持 たな い事業者 及 び小規模水 道事 業者 が未 だ多 い本 県 の  | _
F

現状 をふ まえ、 各 圏域 にお いて は水質検 査及 び管理 の共 同化 を計画 期 間内 に達 成   【 ,

する よ う努 め る もの とする。

Ｆ

‥

ン
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4.水 質検査

(1)各 機 関の役割

・水道事業者 は、 主体的に検査 を行 な ってい くこと と し、 独 自あるい は共 同に よ

る検査 体制整 備 に努める。

・各圏域 の主要 な水道事業者 は、 圏域 内の他 事 業者 の 円滑 な検査の実 施 につ いて

配慮 する。

・指定検査機関 は、 上記の体制 を補 完 してい く。

・県 は、 地域 の状 況 から特 に必要 な場合 に、 事 業者 の求 め に応 じある いは指 導上

の観点 で検査 を行 う。

(2)水 質検査 の体 制 整備

水道事業者、 指 定検査機 関及 び県 は、 早期 に全項 目の検査 を厚生省 令 で定 め ら

れた方法 に よ り検 査 できる よう、 施 設 を整備 す る。

検査体制整備 の進 行は次表 とす る。

詳細 … 資料 2、 3 参 照
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(平成5年度末)

凡   例

圏 域  界

〇 圏 域  名

::::ギ
・

圏 水道用水関 饉 撃

③ 共同検査機関

☆ 自却

★



【

各圏域の検査体制整備計画表    (年 度別計画は次表以降に示す)

・中核実施 とは、検査の受託実施と結果に基づ く助言 ・提言を、圏域の主要な事業者

が中心 となり行なうことをいう。

圏域 事業者名

新 基 準  匝 車ヨ
新基準施行時点 計画期間内 (中間総括

をH12年 度に行う)

計 画 終 了

佐久 全事業者
|キ 日

ナく     1口 J

上／！、
．期

―

一―
―

且
―

引
―

「―
―

封
‐

市

　

市

局

市

　

者

野
　
埴
業
田
　
撃

長

　

更

企

上

　

他

― ―  自 己 (中 核 実 施 )
t____、 _,__― ‐一'一‐一‐―――`一'二、__J

計1王【蓮菱=

諏 訪

諏訪市封

茅野市引

他事業者料

→ 委 託

己
~己

L二

―十一~― 」 委  託

上

伊那 全事業者
郡4■

ブ、     lL4J

飯伊 全事業者 委
1託

共 同 化 促 進 再

木 曽 全事業者 → 委  託  十 一一一ギ 共 同 化 促 進 卜→

松本

市

　

市

局
村

　

者

本
　
尻
業
日
　
撃

松

　

塩

企
朝

　

他

r‐
一'一‐

1

1

自  己

中 核 実 施

――一――
■

1
共 同 化

委  託 |

ジ(】ヒ 全事業者

r ―
……………―

ヽR …
………1         1   ! ‐

“~ ‐‐~ ~ ~ ‐ ‐‐――‐‐――、   十

1委  託      共 同 化 促 進 十

】ヒイ言 全事業者 委  託 l i共 同 化 促 進 十
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1)現 在の検査内容 (平成 5年 12月 時点)

圏

　

域

水道事業

者(市町

村単位)

賊
経
等

事業者名

機 関 別 検 査 内 容

自己検査 共同様査 委託検査 (指定鯨、公期関)

項  目 項  目 機 関 名 項  目 機 関  名

佐

久

広

用

全事業者 A . B ,

D - 2

佐久圏域水道水賃
検査協議会

上
　
小

。
長
　
野

広1

長 野 市 A.B`C.D

更………埴……！市
企…………業……！局
上！……ｉ由…………市
一

嘩

A.B,C,D :羊中核実施

A,B (指定機関、公共機関)

諏

訪

諏 訪 市 A,B (指定機関、公共機関)

茅 野 市 A.B

他事業者 A.B (指定機関、公共機関)

上

伊那

用
用 全事業者 A,B,C,D 上伊那目域泳道

水質管理協議会

用
げ

伝
賦 全事業者 A,B,C (指定機関、公共機関)

笛

日

＋
↑ 全事業者 A,B (指定機関、公共機関)

松

　

本

日
向

松 本 市 A,B,D

市
一局
一村

尻
！業
一Ｂ

塩
一企
一朝

A,B,C =羊中核実施
コ

他事業者 A.B (指定機関、公共棲関)

大北
用
問 全事業者 A.B (指定機関、公共ほ関)

北信 全事業者 A,B.D (指定機関、公共線腐)

計 117 123

A B 1
０
０

ABC

ABD 1

ABCD

(注)A:全 項目  B:省 略項目  C:監 視項目 (河川水)
D:監 視項目 (地下水)
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2)計 画期間中盤における検査内容

圏

　

域

水道事業
者(市町
村単位)

廟
雄
等

事業者名

機 関 別 検 査 内 容

自己検査 共同検査 委託検査

項  目 項  目 機 関 名 項  目

佐

久

広

用
全事業者 A , B ,

D - 2

佐久目阪水道水質検査協議会

上

小

・
長

野

広 1 食事業者

A , B ,

C - 2 ,

D - 2

※共同検査

諏

訪

諏訪市
司

A.B

茅野市 A,B ※共同化促進

他事業者
―

型 A.B

上

伊那

用 1 全事業者 A.B,C,D 上伊那圏域水道水質管理協議会

用
げ

宮
駅 全事業者 ※共同化促進 A,B,C

由
日

＋
谷 全事業者 ※共同化促進 A.B

松

　

本
用 1 全事業者! A,B,C,D ※共同検査

対[ 用 1 全事業者 ※共同化促進 A,B

北信 全事業者 ※共同化促進 A.B,D

計

AB

ABC

ABD 4

ABCD

(注)A:全 項目  B:省 略項目  Ci監 視項目 (河川水)
D:監 視項目 (地下水)
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区分 検査機関名 検査対象

事業者数

整備状況 備考

A B C D E

自己

上田市 1 ○ ○

諏訪市 1 ○ ○

茅野市 1 ○ ○ H6 C、  D整 備

松本市 1 ○ ○ ○ ○

更埴市 1 ○

長野市 1 ○ ○ ○ ○

企業局上田水道管理事務所 1 ○ ○ ○ ○

企業局松塩水道用水管理事務所 ○ ① ○ ○

小計 8 8 4 0

共 同

佐久圏域水道水質検査協議会 ○ ○ ○ ○ ※

上伊那圏域水道水質管理協議会 ○ ○ ○ ○ ○ ※

小計 2

公共

機関

衛生公害研究所 ○ ○ ○ ○

上田保健所 ○ ○

諏訪保健所 ○ ○

岡谷保健所 ○ ○

伊那保健所 ○

飯田保健所 ○ ○

松本保健所 ○ ○ ①

長野保健所 ○ ○ ○

中野保健所 ○

小計 9

指定

機関

長野県薬剤師会 ○ ○ ○ ○

長野市薬剤師会 ○ ○ ○ ○

上田薬剤師会 ○ ○ ○ ○

上伊那薬剤師会 ○ ○ ① ○

長野県食品衛生協会 ○ ① ○ ○

中部公衆医学研究所 ① ○ ○ ○ ○

小計 6 6

計

検 査 施 設 の 状 況   (平 成 5年 11月 末現在)

毎日検査に必要な機器

吸光光度計、フレームレスー原子吸光光度計
ハ・―シ

・
トラリフ

・~力・
スクロマトク

・
ラフー質量分析計

高速液体クロマトク
・
ラフ

誘導結合プラズマ発光分析装置

※構成団体

佐久圏域水道水質検査協議会

小諸市、佐久市、臼田町、佐久町、小海町、川上村、南牧村、

南相木村、北相木村、八千穂村、軽井沢町〔望月町、

御代田町、立科町、浅科村、北御牧村、佐久水道企業団、

浅麓水道企業団、小諸市外 1町 2ヶ 村御牧ヶ原水道組合、

望月町外 1村上水道企業団   (16市 町村、3企業団、1組合)

上伊那圏域水道水質管理協議会

伊那市、駒 ヶ根市、高速町、辰野町、箕輪町、飯島町、

南箕輪村、中川村、長谷村、宮田村、

長野県上伊那広域水道用水企業団  (10市 町村、1企業国)

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ
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5.水 質監視

(1)各 機 関 の役 割 他

・水道事 業者 は独 自で、 あ るいは圏域 や水 系が同 じ事 業者 と共 同で原 水水質 の

動 向 を監視 してい く。 監視 は、 大規 模水道事業 者 を中心Pこ実施 す る もの とす

し、 県 に測定 結果 を報告 す る。

・県 は、 上記 の監視が水質 汚濁 防止法第 16条 の規 定 に基づ く公共 用水域 と地

下水 の測定 (以下、環境 測定 とい う。 )と 整合 して効果的 に行 われ るよ う、

指導 と調整等 を行な うと ともに、 測定結果 を公 表 す る。

(2)監 視地点及 び監視項 目につ いて

。監視地点 は、 環境測定 と重複 しない河川水、地 下水 で大規模 に取水 して いる

地点 と し、 監 視項 目は、 平成 4年 12月21付衛水 第 264号厚生省水道環境 部長

通知 に よる監 視項 目及 び必要 な指標 とす る。

・水質監 視 は原 水 につ いて行 うが、 消毒副生成物 につ いては、 監視地点 に係 る

浄水 につ い て水質監視 を行 う。

・計画策 定後、 新 たに設置 する水 源 (大量 に取水 す るダム等 )及 び取 水量 を大

幅 に増 加させ る水源 につ いて は、 取 水量 及び設 置場所 によ り、 監 視 の必要性

につ いて逐 次 検討す る。

_.     (3)河 川水 に係 る水質監視 (表流 水 )

・各圏域 1地 点 についての監視 を基本 と し、事業 者 の必要 に応 じ、 よ り密 に

行 う。

・上小 ・長野 圏域 につ いて は取 水量 よ り、 千曲川、 犀川 の 2水 系 を監視 とする。  ・

・佐久、 諏訪、 木 曽、大 北 及び北 信 圏域 につ いて は、 取水量 が少 な い ことに よ

り今後 の状 況 を見なが ら監視 地 点 を設定 する。

・以上 に よ り、 計画 当初 にお け る河川 水 に係 る水 質監視地点及 び実 施主体 は、

次の とお りとす る。
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(4)地 下 水 に係 る水質監 視 (浅井戸、 深井戸、 湧 水、 伏流水 )

・各圏域 1地 点 についての監視 を基 本 と し、 各事業者 の必要 に応 じ、 よ り密 に

行 う。

・佐久 及 び上小 ・長野 圏域 につ いて は、 取 水量 よ りそれぞれ 2地 点 につ いて監

視 す る。

・諏訪、 飯伊、 木 曽、 及 び大北 圏域 につ いて は、 取 水量 が少 ないことに よ り今

後 の状況 を見 なが ら監視地点 を設 定 す る。

・以上 に よ り、 計画 当初 にお ける地 下 水 に係 る水質監視地点 及び実施 主体 は、

次 の とお りとす る。
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水質監視(地下水)地点図

凡    ・ 例

目 城  界

◎ 水 質 監 視 地 点

1  1
・
水源名、所在地
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6。 その他 の事項

(1)連 絡 調整 体制 に対す る基本方針

・県 は この計画 の 円滑 な実施 を図 る ため、 主要水道事 業者、 共 同水質検査機 関

及 び指定 検査機 関が連絡調 整 を図 る場 を設 ける。   、

(2)検 査担 当者の技 術向上 に関 す る計画方針

・水道事業者等 は水質検査担 当職員 の養成 に努 め る と と もに、 精度 管理事業 に

積極 的 に参加 してい く。

|■      ・ 県 は衛生 公害 研 究所 にお ける研 修等 を通 じ、 水道事 業 者、 指定検査機 関等 の

検査 能 力 の向上 につ いて支援 す る。

(3)精 度管理 の実施 に関する計画方針

・県 は、 各検査機 関 において的確 な精度管 理 が行 える よ う指導 す る。

(4)そ の他

・水質検 査及 び水 質監視 の結果 に基 づ く対応 の方針

水道事業者 は、 水質検査結果 に即応 した施設管 理 を行 う。 また、 水質監

視の結 果 に基 づ き、 浄水確保 の ための施設整備 や老 朽管 の更新 を計画 的 に

行 うとともに、 水源の保全策 につ いて、 県水環境 保 全条例 を始 め とす る関

係制度 の積極 的な活用 を図 って い くもの と し、 先 ず各事業者 の代表 的水源

にう いて保全 地 区指定 を具体 的 に検討 す る。

県 は、 これ らにつ いて指導 す る とと もに、 県下 の汚染対応事例等有 用な

情報 の収集、 提供 に努 め る。
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圏 域 別 水 質 検 査 実 施 状 況

(平成 4年 度 ・件)

圏

域

区 分 自己機関 保健所 公共団体 指定機関 計

割合 割合 割合 割合 割合

佐

久

全項目 42.9% 38.4% 4.8% 455 20,0%

省略項目 835 46.0% 37.5% 287 3.2% 1,822 14.2%

その他 549 65.7% 380 80.7% 94 6,3% 1,023 36.5%

計 1,628 50.5% 1,232 45,1% 440 3,7% 3,300 18.4%

上
′」ヽ

長

野

全項目 183 32..2% 2.3% 12.8% 351 15。4%

省略項目 400 22.0% 80。9% 4 . 1 % 1.873 20.7% 2,442 19,0%

その他 28.6% 8.9% 372 13.3%

計 822 25t5% 47.9% 3 . 1 % 2,165 18.4% 3,165 17.7%

諏

訪

全項目 122 21.4% 2.7% 13.8% 295 13.0%

省略項目 494 27.2% 9`6% 15。9% 460 5.1% 1.261 9.8%

その他 1 16.7% 13.4% 200 7.1%

計 19:1% 7.2% 10.8% 830 7.1% 1,756 9.8%

1吉
1 刃呂

全項目 3.5% 59,3% 7.5% 348 15,3%

省略項目 2.1% 42.5% 859 9.5% 1,691 13.2%

その他 19.3% 2.9% 134 4.8%

計 1.8% 1,119 41.0% 995 8.5% 2,173 1%

飯

伊

全項目 2 1 .甥 265 11.6%

省略項目 2,024 22.4% 2,024 15.8%

その他 31.7%
ん
ｔ 16.8%

計 2,760 23.5% 2.760 1 5 `螺

木

曽

全項目 13.2% 163 7.2%

省略項目 8.6% 6 . 1 % |

その他 1 1 . 0 % 164 539%

計 1 104 9.4% 1,104 6.2%

松

本

全項目 1.4% 15,9% 8.7%

省略項目 48 2.6% 9.6% 1.147 12.7% 1,206 9.4%

その他 48 5.7% 188 12.6% 236 8.4%

計 3.0% 6.2% 1,532 13.眺 1,640 9。2%

大

ゴヒ

全項目 80 6.5%
９
０ 3.5%

省略項目 499 5.5%
月
生 3.9%

その他 10.8% 5.7%

計 739 6.3% 739 4.1%

ゴヒ

信

全項目 95.9% 4.1% 5。3%

省略項目 1,105 12.294 1,105 8.6%

その他 83.3% 36 2.4% 41 1.5%

計 75 38.7% 1,192 10,1% 19287 7.1%

計

全項目 589 25.0% 73 3.2% 17.4% 1,238 54.4% 2,276 100.0%

省略項目 1,316 14。2% 115 0。3% 19865 14,5% 9,031 70.4% 12,827 100,0%

その他 836 29.8発 6 0.2% 471 16.8銘 1,488 53.1% 2,801 100。0%

計 3.221 13.OX 194 1.1% 2.732 15.3% 11,757 65。7% 17,904 100.0%

割合は、全県の件数に対するものである。
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一１

一

現 在 の 検 査 体 制 (平成 5年 度)

ヽ
支

料  2

佐久圏域
水道水質
査協議会

佐久圏域
水道水質
査協議会

上国

葉剤師会

長野市

薬剤師会

―-17-一



現 在 の 検 査 体 制 (平成 5年 度 )

伊那圏

水道水質
理協議会

計              11

中部公衆
医学研究所

中部公衆

医学研究所
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|

現 在 の 検 査 体 制 (平成 5年 度 )

水道事業者等が自ら水質検査 を行 うこと。

複数の水道事業者等が共同で水質検査を行 うこと。

水道事業者等が、地方公共団体の検査接関等に水質横査を委託すること。

pH値、味t臭 気、色度、濁度等

吸光光度計、フレームレスー原子吸光光度計によ り測定する項目
一般有機化学物質等のハ

・―シ
'=ト

ラフフ
・…力

'ス
タロマトタ

'ラ
フ…質量分析計によ′り測定する項目

農薬類等の高速液体クロマ トグラフにより測定する項 目

己
同
託

Ａ

Ｂ
Ｃ

Ｄ

自
共
委

(3/3)

長野 県

葉剤 師会

長野 県

薬剤 師会

長野 県

薬剤 師会
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目 標 年 次 の 検 査 体 制 (平 成 14年 度 )

(1/3

佐 久 圏 域

水 道 水 質

検 査 協 議 会川上 村

小 諸 市

A t  B R  C e  D

小 布施 町

A・B,C,D小川 村
A,Bi C,D

A,B,C,D

―-20-一



一３

一

ド

目 標 年 次 の 検 査 体 制 (平 成 ユ4年 度 )

(事業 者 名)

共 同 化 を

促進 す る

上 伊 那 圏 域

水 道 水 質

理 協 議 会

言+        11

共 同 化 を
促進 す る

根 夢

共 同 化 を

促進 する

言+          11
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目 標 年 次 の 検 査 体 制   (平 成 14年 度 )

(3/3)
圏

域

名

名

名

村

者

町

業

市

事
検 査 内 容

備 考自 己 共 同

名 称

委 託

松 本 松 本 市 A・B , C t  D

称

定

名

未

塩 尻 市 A l  B l  C l  n

明 科 町 A・B,C,D

渡 田 町 A・B , C t  D

四 賀 村 A , B , C l  D

坂 北 村 A・B,C,D

槙 ↑|

形 本

A B  B B  C , D

A・B , C , D

城 村 A 8 B ' C i  D

坂 井 村 A , B・C , D

鋤一帥一飾一却一帥一抑一郵

A , B , C , D

A , S , C , D

A , B , C , D

A・B t  C・D

A・B,C,D

A,B,Cマ D

A8BB C,D

帥一郵一輔

A・B , C l  D

A,B,C,D

A = B , C , D

計

ブ〔】し 大 町 市 A・B . C B  D

を

る

化

す

同

進

共

促

田 A・B・C . D

川 村 A , B , C t  D

八坂 村 A.B.C.D

美麻 村
白馬 村
小谷 村

高瀬 広 カ

A . B 4 C● D

A , B , C , D

A・B , C・D

A . B . C . D

計 8

ガヒ有言

的一帥
A , S , C , D

を

る

化

す

同

進

共

促

A,B,C,D

A・B、C t  D

鋼一縛
A!B,C・ D

Aq B'Ce D

野 沢 温 泉 A B,C‐D

A・B e  C t  D

計

諒卜           123 1

己
同
託

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ

自
共
委

水道事業者等が 自ら水質検 査 を行 うこと。
複数の水道 事業 者等が共 同で水 質検査 を行 うこと。
水道事業者等が 、地方公共 団体 の検査機 関等 に水質 検査 を委託 する
p肝値 、味、臭気 、色度 、濁度等
吸光光度計、フレームレスー原子 吸光 光度計 によ り測定す る項 目
一般有機化学物 質等 のハ

・―シ
'・

トラフフ
・―力

'ス
クロマトク

'ラ
フー質 量分析計 に よ り

農薬類等の高速 液体 クロマ トグラフによ り測定する項 目
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策 定 に至 る経 過

平成 4年 12月 21日   厚 生省 令第 69号 に よ り基準 改正、 施行 日 5年 12月 1日

同  日     厚 生省 水道環 境部長 か ら各 県知事 あて水道 水質管理計画 の策

定 につ いて通 知

平成 5年  8月 24日   主 要水道 事業者、 指 定検 査機 関、 保健所、 庁内関係課等 で計

画 の骨 格 を協議

10月 12日   衛 生委 員会 にて基準 改正 及 び今後 の対応 を説明

10月 22日   厚 生省 と計画原案 を協議

10月 29日   主 要水道事 業者、 指 定検 査機 関、 保健所、 庁内関係課等 で計

画の最終案 を協議

11月 30日   計 画 を決 定

拝記 単予 躇誌 刻に モ甚子刻に 揮雲 篭彗 理垂 言+1由 I

サ 担 当課 :長 野 県 衛生部 食品 環境水道 課

〒380長 野市大字 南 長野字幅下 692の2

電 話 (0262)32-0111(太代表 )
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